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戸
籍
の
名
称
と
書
式
な
ど
が
変
わ
り
ま
す

　

こ
れ
ま
で
の
戸
籍
は
、
縦
書
き
で
難
解

な
文
章
で
し
た
が
、
電
算
化
さ
れ
る
と
項

目
ご
と
に
記
載
さ
れ
、
記
録
の
内
容
が
一

目
で
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

証
明
書
も
、
謄と
う

本ほ
ん

・
抄し
ょ
う

本ほ
ん

と
い
う
呼
び

方
か
ら
、
全
部
事
項
証
明
書(

従
来
の
謄

本)

・
個
人
事
項
証
明
書(

従
来
の
抄
本)

へ
と
変
わ
り
ま
す
。

項　目 現　在 電算化後

名称 ( 様式 )
謄本（B ４判横長） 全部事項証明書（A ４判縦長）

抄本（B ５判縦長） 個人事項証明書（A ４判縦長）

書　式 文書体（縦書き・漢数字） 項目別（横書き・算用数字）

用　紙 白紙用紙　Ｂ 5、Ｂ 4 改ざん防止用紙　Ａ４

公　印 朱肉の公印 黒色の電子公印

手数料 1 通 450 円

戸
籍
の
氏
名
の
文
字
は

　
　
　
　
　
　
正
字
で
記
載
し
ま
す

　

新
し
い
戸
籍
の
文
字
は
、
常
用
漢
字

や
人
名
用
漢
字
な
ど
、漢
和
辞
典
に
載
っ

て
い
る
文
字
で
記
載
し
ま
す
。　
　
　

　

こ
れ
ま
で
の
和
紙
の
戸
籍
は
手
書
き

の
も
の
が
多
く
、｢

氏｣

や
「
名
」
が
崩

し
字
や
癖
字
、
略
字
な
ど
辞
書
に
載
っ

て
い
な
い
文
字
で
記
載
さ
れ
て
い
る
場

合
が
あ
り
ま
し
た
が
、
電
算
化
に
伴
い
、

こ
れ
か
ら
は
辞
書
に
載
っ
て
い
る
文
字

(

戸
籍
法
で
定
め
ら
れ
た
文
字)

で
記
録

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
に
は
、
６
月
中
旬
に
文

書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る

氏
名
は
戸
籍
と
同
じ
文
字
と
な
り
ま
す

の
で
、
順
次
住
民
票
と
戸
籍
を
照
合
し

文
字
を
一
致
さ
せ
る
作
業
も
行
い
ま
す
。

現
在
の
戸
籍
は
、「
平
成
改
製
原
戸
籍
」

と
し
て
保
存
さ
れ
ま
す

　

電
算
化
前
に
使
用
し
て
い
た
和
紙
戸

籍
は
「
平
成
改
製
原
戸
籍
」
と
し
て
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
１
５
０
年
間
保
存
さ

れ
ま
す
。
し
か
し
電
算
化
後
の
新
し
い

戸
籍
に
は
、
婚
姻
や
死
亡
な
ど
に
よ
り

既
に
そ
の
戸
籍
か
ら
除
か
れ
て
い
る
人

は
記
載
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
除

か
れ
た
事
項
の
記
載
が
必
要
な
と
き
は
、

「
平
成
改
製
原
戸
籍
」
を
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

戸
籍
の
附
票
も
電
算
化
さ
れ
ま
す

　
「
戸
籍
の
附ふ

票ひ
ょ
う

」
は
、
栗
山
町
に
本
籍

が
あ
る
方
の
住
所
の
履
歴
が
記
録
さ
れ

た
も
の
で
す
。
電
算
化
後
の
附
票
に
は
、

最
新
の
住
所
地
だ
け
が
記
録
さ
れ
ま
す
。

電
算
化
前
の
附
票
は
5
年
間
保
存
さ
れ

ま
す
の
で
、
必
要
な
と
き
は
「
改
製
原

附
票
」
を
ご
請
求
く
だ
さ
い
。　

町
住
民
福
祉
課

住
民
保
険
グ
ル
ー
プ　

☎
�
７
５
０
９(

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

修正する文字の一例

現在の記載

電算化後の記載藤

藤

邉 嶋

邉 嶋

眞

真
↓ ↓ ↓ ↓

2

　

戸
籍
の
電
算
化
と
は
？

　

戸
籍
と
は
、
人
の
出
生
や
婚
姻
、
死
亡

な
ど
の
届
け
出
に
関
す
る
事
項
、
言
い
換

え
れ
ば
、
人
が
生
ま
れ
て
か
ら
亡
く
な
る

ま
で
の
大
切
な
身
分
事
項
が
記
録
さ
れ
た

重
要
な
公
文
書
で
す
。

　

町
で
は
明
治
時
代
の
戸
籍
制
度
発
足
以

来
、
和
紙
に
手
書
き
や
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー

を
使
っ
て
記
載
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

平
成
６
年
の
戸
籍
法
の
改
正
に
よ
り
、

戸
籍
の
電
算
化(

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化)

が

可
能
と
な
り
、
多
く
の
市
町
村
で
電
算
化

が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
町
で
も
7
月
11
日
㈪
か
ら

戸
籍
事
務
の
電
算
化
を
開
始
し
ま
す
。
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
で
事
務
処
理
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
証
明
書
の
発
行
な
ど
が
よ
り
早
く

か
つ
正
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
、
見
や
す

く
、
わ
か
り
や
す
い
証
明
書
が
発
行
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、今
回
の
電
算
化
は
本
籍
地
が
「
栗

山
町
」
の
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
住
民

票
の
住
所
が
当
町
に
あ
っ
て
も
、
本
籍
地

が
「
栗
山
町
以
外
」
の
市
町
村
の
方
は
電

算
化
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

戸
籍
事
務
の

　
　

電
算
化
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

７
月
11
日
㈪
か
ら
サ
ー
ビ
ス
開
始 　

明
治
4
年
に
制
定
さ
れ
、
幾
度
と
な
く
改
正
さ
れ
て
き
た
「
戸
籍
法
」
…
。

　

町
で
は
、
戸
籍
作
成
か
ら
証
明
書
発
行
ま
で
の
処
理
時
間
を
短
縮
さ
せ
、

効
率
化
と
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
図
る
た
め
戸
籍
事
務
の
電
算
化
を
開
始
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
新
し
い
様
式
で
証
明
書
が
発
行
さ
れ
る
な
ど
、
次
の
よ
う

に
変
わ
り
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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議
会
の
運
営
に
関
す
る
調
査
研
究
お
よ
び

適
正
で
円
滑
な
議
会
運
営
を
担
い
ま
す
。

委
員
長　

置
田
　
武
司

副
委
員
長　

大
西
　
勝
博

委　
　

員　

友
成
　
克
司

委　
　

員　

三
田
　
源
幸

委　
　

員　

重
山
　
雅
世

議
会
広
報
の
研
究
お
よ
び
編
集
・
発
行

を
行
い
ま
す
。

委
員
長　

藤
本
　
光
行

副
委
員
長　

重
山
　
雅
世

委　
　

員　

大
井
　
賢
治

委　
　

員　

三
田
　
源
幸

委　
　

員　

大
西
　
勝
博

委　
　

員　

大
平
　
逸
男

産
業
福
祉
常
任
委
員
会

産
業
振
興
課
、く
り
や
ま
ブ
ラ
ン
ド
推
進
室
、建
設
水
道
課
、農
業
委
員
会
、

住
民
福
祉
課
、
地
域
医
療
・
保
健
対
策
室
、
環
境
生
活
課
の
所
管
に
属
す

る
事
項
の
調
査
お
よ
び
議
案
、
請
願
、
陳
情
な
ど
の
審
査
を
行
い
ま
す
。

副委員長　大井　賢治 委 員 長　三田　源幸委　　員　八木橋義則

委　　員　大西　勝博委　　員　重山　雅世 委　　員　大平　逸男

■南空知消防組合議会議員
友成　克司　　大井　賢治
大西　勝博

■南空知葬斎組合議会議員
山本　修司　　楢﨑　忠彦
重山　雅世

■南空知ふるさと市町村圏組合
　議会議員

鵜川　和彦
■空知教育センター組合議会
　議員

三田　源幸
■栗山町都市計画審議会委員

大平　逸男　　山本　修司
藤本　光行　　楢﨑　忠彦

議会選出各種委員など

■問い合わせ　町議会事務局　Tel � 7517( ダイヤルイン ) / Fax � 1233      E-mail :gikai-jimukyoku@town.kuriyama.hokkaido.jp

議
会
運
営
委
員
会

議
会
広
報
特
別
委
員
会

内
容
は
、
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
姉
妹
都
市

角
田
市
へ
の
災
害
支
援
物
資
と
そ
の
運
搬
費
、

災
害
見
舞
金
の
追
加
な
ど
で
す
。

▼
平
成
22
年
度
栗
山
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
14
号
）
の
専
決
処
分
に
つ
い
て

６
８
８
６
万
８
千
円
を
追
加
し
、
総
額

88
億
３
７
６
４
万
７
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

主
な
内
容
は
、
町
税
や
地
方
交
付
税
な
ど
の

確
定
見
込
み
に
よ
る
補
正
と
財
政
調
整
基
金

積
立
金
の
追
加
な
ど
で
す
。

▼
平
成
23
年
度
栗
山
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
1
号
）
の
専
決
処
分
に
つ
い
て

１
２
７
万
９
千
円
を
追
加
し
、
総
額

73
億
８
２
７
万
９
千
円
と
な
り
ま
し
た
。
内

容
は
、
東
日
本
大
震
災
被
災
地
へ
の
人
的
支

援
で
、
福
島
県
国
見
町
へ
保
健
師
な
ど
職
員

8
人
を
派
遣
す
る
た
め
の
旅
費
な
ど
の
追
加

で
す
。

▼
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

公
営
住
宅
料
の
滞
納
者
3
人
に
対
し
、
住
宅

明
渡
し
と
①
滞
納
家
賃
、
②
平
成
23
年
３
月

か
ら
明
渡
し
の
完
了
に
至
る
ま
で
月
額
そ
れ

ぞ
れ
の
割
合
に
よ
る
損
害
賠
償
金
、
③
訴
訟

費
用
、
を
支
払
え
と
の
判
決
、
あ
わ
せ
て
仮

執
行
の
宣
言
を
求
め
る
も
の
で
す
。

　

被
告
3
人
は
、
長
期
に
わ
た
り
公
営
住
宅

料
を
滞
納
し
て
い
ま
す
。
再
三
の
催
告
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
誠
意
あ
る
対
応
が
な
い
た
め
、

町
で
は
被
告
と
信
頼
関
係
は
損
な
わ
れ
た
と

判
断
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
民
事
訴
訟
の
手

続
き
に
よ
り
公
営
住
宅
の
明
渡
し
、
お
よ
び

滞
納
家
賃
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
が
最
善
で

あ
る
と
判
断
し
、
管
轄
裁
判
所
に
訴
え
を
提

起
し
た
も
の
で
す
。

議会の動き

総
務
教
育
常
任
委
員
会

総
務
課
、
経
営
企
画
課
、
税
務
課
、
税
金
対
策
室
、
出
納
室
、
継
立
出
張

所
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
監
査
委
員
、
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事

項
、
お
よ
び
他
の
委
員
会
の
所
管
に
属
し
な
い
事
項
の
調
査
お
よ
び
議
案
、

請
願
、
陳
情
な
ど
の
審
査
を
行
い
ま
す
。

副委員長　藤本　光行 委 員 長　友成　克司委　　員　小寺　　進

委　　員　山本　修司委　　員　置田　武司 委　　員　楢﨑　忠彦

監査委員 小寺　　進 副議長 八木橋　義則 議　長 鵜川　和彦

http://town.kuriyama.hokkaido.jp/gikai/index.html 議会のホームページが新しくなりました。

議会構成決まる！

議

案

▼
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

新
し
い
監
査
委
員
に
小
寺
進
議
員
を
選
任
し

ま
し
た
。

▼
平
成
23
年
度
栗
山
町
一
般
会
計
補
正
予
算（
第

２
号
）

98
万
４
千
円
を
追
加
し
、
総
額

73
億
９
２
６
万
３
千
円
と
な
り
ま
し
た
。
主

な
内
容
は
、
指
定
寄
附
金
の
受
入
に
よ
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
く
り
や
ま
へ
の
補
助
金
や
、
栗
山

ダ
ム
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
拡
張
事
業
に
か
か
る

手
数
料
の
追
加
な
ど
で
す
。

▼
平
成
22
年
度
栗
山
町
一
般
会
計
補
正
予
算（
第

13
号
）
の
専
決
処
分
に
つ
い
て

２
２
３
万
３
千
円
を
追
加
し
、
総
額

87
億
６
８
７
７
万
９
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

報

告 第 3回および第 4回
栗山町議会臨時会において
次の議案が審議されました。　　

　　　（5月 10日、20日招集）
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お問い合わせ

南空知消防組合消防署

生活安全課まで

☎� 0150

住
宅
用
火
災
警
報
器
を

　
設
置
し
ま
し
ょ
う
！

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
平
成
23
年

６
月
１
日
か
ら
完
全
義
務
化
と
な
り
ま
し
た
。

一
戸
建
て
を
含
む
す
べ
て
の
住
宅
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
皆
さ
ん
の
安
全

を
守
る
強
い
味
方
で
す
。
全
道
の
設
置
率
は

66
・
４
％
で
す
が
、
栗
山
町
内
で
は
全
道
平

均
よ
り
低
い
設
置
率
と
な
っ
て
い
ま
す
。
早

い
段
階
で
の
設
置
率
１
０
０
％
を
め
ざ
し
て
、

迅
速
な
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

炭
に
で
き
る
ご
み
の

　

分
別
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
！

雑誌は束ねて資源ごみに！

炭にできるごみの袋に、金属やプラが入っています！

生ごみが入っています。生ごみは黄色の袋に！

　

皆
さ
ん
ご
存
じ
の
と
お
り
、
栗
山
町
で
は

４
月
か
ら
ご
み
の
炭
化
処
理
が
は
じ
ま
り
、

こ
れ
ま
で
の
そ
の
他
ご
み
を
「
炭
に
で
き
る
・

で
き
な
い
」
に
分
別
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
分
別
状
況
を
み
ま
す
と
、
正
し
く

分
別
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
多
く
の
皆
さ
ん

の
ご
協
力
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
、

炭
に
で
き
る
袋
の
中
に
「
炭
に
で
き
な
い
ご

み
」
が
一
部
混
入
し
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。

　

思
い
違
い
で
混
入
し
て
い
る
例
も
あ
れ
ば
、

金
属
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
生
ご
み
な
ど
明
ら

か
に
分
別
し
て
な
い
例
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

炭
化
処
理
に
よ
っ
て
で
き
た
炭
は
、
春
に

は
農
地
な
ど
の
融
雪
剤
と
し
て
活
用
す
る
こ

と
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
正

し
い
分
別
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

ご
み
の
分
別
は
、
誰
も
が
参
加
で
き
る
住

民
活
動
の
ひ
と
つ
で
す
。
今
一
度
、「
家
庭
ご

み
の
分
け
方
・
出
し
方
」
で
確
認
し
て
分
別

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
お
電
話
く
だ
さ
い
。

　

環
境
対
策
グ
ル
ー
プ
☎
�
７
５
１
１

住
宅
用
火
災
警
報
器

完
全
設
置
義
務
化

環境センターで破砕機にかけられた「炭にできるごみ」

生活と環境
みんなで守ろう美しいまち
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【問い合わせ】　町環境生活課　
環境対策グループ☎� 7511
生活安全グループ☎� 7510

　6 月 18 日 ( 土） 　6 月 19 日 ( 日）
実 施 場 所 時　　　間 実 施 場 所 時　　　間
円山文化センター 9：00 ～ 9：10 栗山公園第 1 駐車場 9：00 ～ 9：10
御 園 公 民 館 9：20 ～ 9：30 岡山砂利駐車場 9：15 ～ 9：25
南学田公民館 9：40 ～ 9：50 ふたば児童公園前 9：30 ～ 9：40
南 部 公 民 館 10：10 ～ 10：30 角田改善センター 9：50 ～ 10：00
杵臼自治会館 10：40 ～ 10：50 富士中央公民館 10：10 ～ 10：20
鳩山中央公民館 11：10 ～ 11：20 南  町  内  会  館 10：25 ～ 10：35
ポプラ団地入り口 11：30 ～ 11：40 運 動 公 園 南 側 10：40 ～ 10：50
中 里 公 民 館 11：45 ～ 11：55 栗山警察署西側 10：55 ～ 11：05

　　  注射料 3,040 円 くりやま金物店前 11：10 ～ 11：20
栗山町役場南側 11：25 ～ 11：40

　

４
月
に
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
飼
い
主
の
方
を
対
象
に
、

追
加
の
集
合
注
射
を
行
い
ま
す
。
こ
の
集
合

注
射
以
降
は
、
各
自
で
最
寄
の
動
物
病
院
で

受
け
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。　

狂
犬
病
の
追
加
予
防
注
射

忘れないでね！愛情１本！

　

飼
い
主
は
マ
ナ
ー
を
守
り
、
ま
わ
り
の
人

に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
放
し
飼
い
は
危
険
で
す
。
鎖
な
ど
で
つ
な
ぎ
ま

し
ょ
う
。

・
散
歩
中
の
フ
ン
は
必
ず
責
任
を
も
っ
て
後
始
末

し
ま
し
ょ
う
。

・
ム
ダ
吠
え
で
近
所
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

・
飼
育
場
所
は
清
潔
に
保
つ
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
繁
殖
を
望
ま
な
い
場
合
は
、
不
妊
・
去
勢
手
術

を
受
け
ま
し
ょ
う
。

・
愛
情
を
持
っ
て
最
後
ま
で
面
倒
を
見
ま
し
ょ
う
。

　

環
境
美
化
意
識
が
高
ま
る
中
、
多
く
の
犬

の
飼
い
主
は
散
歩
時
に
袋
な
ど
を
携
帯
し
、

き
ち
ん
と
フ
ン
を
回
収
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
一
部
の
無
責
任
な
飼
い
主
に
よ
る

犬
の
フ
ン
の
放
置
が
い
ま
だ
に
あ
り
ま
す
。

　

フ
ン
の
放
置
は
周
辺
住
民
の
迷
惑
に
な
る

ば
か
り
で
な
く
、
景
観
を
損
ね
、
衛
生
面
で

も
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

　

犬
の
フ
ン
回
収
は
、
飼
い
主
の
最
低
限
の

飼
育
マ
ナ
ー
で
す
。

　

散
歩
の
際
に
は
ル
ー
ル
を
守
っ
て
、
美
し

く
快
適
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

　

５
月
中
に
野
火
が
２
件
発
生
し
ま
し
た
。

昨
年
の
同
時
期
に
も
同
じ
よ
う
に
野
火
が
発

生
し
て
い
ま
す
。

　

山
菜
採
り
な
ど
で
林
道
や
草
地
に
入
る
際

は
、
タ
バ
コ
な
ど
の
投
げ
捨
て
は
せ
ず
、
携

帯
用
灰
皿
を
使
用
す
る
な
ど
、
火
の
取
り
扱

い
に
は
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

野
火
・
山
火
事
に
注
意
！

フ
ン
害
の
な
い

　

き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り
を

ペ
ッ
ト
は
愛
情
を
も
っ
て
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問い合わせ
制度に関すること

北海道後期高齢者医療広域連合☎ 011-290-5601

町住民福祉課住民保険グループ☎� 7508（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

保険料に関すること 町税務課課税グループ☎� 7505（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

　保険料のお支払いが困難な場合は、町税務課

課税グループへご相談ください。 災害、失業な

どによる所得の大幅な減少、その他特別の事情

で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困

難な方については、保険料の減免を受けられる

場合があります。

　この制度に加入したときに被用者保険の被

扶養者だった方については、所得割はかから

ず、均等割が９割軽減となります。市町村国

保や国民健康保険組合は除きます。

　③ 被用者保険の被扶養者だった方の軽減

均等割 ９割軽減（年額 4,400 円）

所得割 かかりません

■保険料の減免

　※被用者保険とは、「協会けんぽ」など主にサラリーマンの皆さんが加入している健康保険のことで、 

　　市町村の国民健康保険は含まれません。

保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選べます！

■保険料のお支払い方法
○ 「口座振替」を希望される方は、町税務課課税グループへお申し出ください。

○ 「年金からのお支払い」の場合は、手続きの必要はありません。ただし、次のいずれかに

　当てはまる方は、「年金からのお支払い」ができないため、「納入通知書」や「口座振替」

　によりお支払いいただきます。

　 なお、この制度に加入してからおよそ半年間は、「年金からのお支払い」ができません。 「納入通知書」や

「口座振替」でお支払いください。※保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。

◆　年金額が 18 万円未満の方（介護保険料が年金から引かれていない方）

◆　介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計が、介護保険料が引かれている

　　 年金額の半分を超える方

　東日本大震災で被災された後期高齢者医療保険の被保険者の皆さまへ　
◆保険証について～現在、保険証を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険証をお持ちで

ない場合、氏名・生年月日・住所を医療機関にお申し出いただくことで受診できる取扱いとなっていますが、
平成 23 年７月１日からは、通常どおり、保険証の提示が必要になります。保険証の再交付を希望される方は
町住民福祉課住民保険グループにお問い合わせください。

◆保険料や医療機関へのお支払いが困難な方について～住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受
けたことにより、保険料や医療機関へのお支払い（一部負担金）が困難となった方については、申請により、減額、
免除または徴収猶予が受けられる場合があります。また、年金から保険料をお支払いすることが困難な場合に
ついては、「口座振替」や「納入通知書」によるお支払いに変更することもできます。
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後期高齢者医療制度
（平成 23年度の保険料）

○ １年間の保険料の上限額は 50 万円です。

○ 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

● 軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。

● 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

 《所得に応じて、均等割４４，１９２円が以下のとおり軽減されます》

所 得 が 次 の 金 額 以 下 の 世 帯 軽減割合 均等割の年額

33 万円かつ被保険者全員が所得０円
（年金収入のみの場合、受給額８０万円以下） 9 割軽減 【年額】　 ４，４１９円

（３９，７７３円の軽減）

  33 万円 8.5 割軽減 【年額】　 ６，６２８円
（３７，５６４円の軽減）

  33 万円＋ (24 万 5 千円×世帯主以外の被保険者数 )
　　　※単身世帯の方は、該当しません ５割軽減 【年額】２２，０９６円

（２２，０９６円の軽減）

 33 万円＋ (35 万円×世帯の被保険者数 ) ２割軽減 【年額】３５，３５３円
（８，８３９円の軽減）

後期高齢者医療制度は、被保険者（加
入者）の皆さんにご負担いただいてい
る保険料によって成り立っています。
皆さんが将来にわたって安心して医療
を受けるための貴重な財源となります
ので、今後とも保険料をお支払いいた
だきますよう、お願いします。

■平成 23 年度の保険料の計算方法 ( 保険料率は平成 22 年度と変わりません）

均 等 割
【1 人当たりの額】

44,192円

所 得 割
【本人の所得に応じた額】

10.28％
１年間の 保険料

（100 円未満は切り捨て）

■保険料の軽減
① 均等割の軽減（年額）

平成 23年度の保険料額は、7月に個別にお知らせします！

　● 被保険者個人の所得で判定します。

　② 所得割の軽減

所 得 が 次 の 金 額 以 下 の 世 帯 軽減割合

所得から 33 万円を引いた額が 58 万円以下の方 5 割軽減

（平成 22 年中の所得－ 33 万円）×

→
→
→
→


